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 解 説  

 

１．100％外資のレストラン設立可否 

 ベトナムではＷＴＯ公約に基づき外国投資者に対する規制が緩和され、2015 年

１月から 100％外資による飲食店の設立が可能となりました。最低資本金や外資出

資比率等の規制も定められていません。 

 しかし、自国産業の保護のため、実務上は 100％外資企業におけるライセンス取

得が難しいケースがあるため、取組み実績を有する専門家等と事前にご相談するこ

とをお勧めします。 

 なお、既存の外国料理レストランの中には、ベトナム人の名義を借りて出店して

いるケースも見られますが、このような名義借りはベトナムでは違法です（投資法

第 48条２項 e号）。また、名義を借りた先に事業を乗っ取られるというリスクを内

包しているため避けるべきです。 

 

２．レストランの設立手続き 

主に次のような手続きが必要です。 

① 投資登録証明書（ＩＲＣ)・企業登録証明書(ＥＲＣ)の発行（管轄の計画投

資局へ申請） 

② 企業登記ポータルサイト（ＮＢＲＰ）に企業登記内容および法人印を公開 

③ 実務面の準備（食材・人材・店舗設備等） 

④ 食品安全衛生証明書の発行（省市の保健局へ申請） 

⑤ 店舗面積 200m2超の場合：環境保護計画登録書の発行（地区の人民委員会へ

申請） 

Ｑ． 

 ベトナムのハノイでは日本料理をはじめ、外国料理のニーズが高いと聞いて

おり、現地進出に関心を持っています。100％外資出資でレストランを設立でき

るでしょうか？（飲食業） 

 

Ａ． 

 100％外資のレストラン設立は可能ですが、実務上、相当の時間・手間がかか

ってしまうケースが見受けられるため、専門家等と連携しながら十分に準備し

てください。また、ハノイにはすでに多数の外食産業が店舗展開しているため、

先行事例を参考としながら、後発者として優位なポジションを狙っていくこと

が肝要です。 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/5_Vietnam_RestaurantExpansion.pdf

